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猫
逸
衣

料
綜
合
切
符
制
導
入
事
情
党
膚

｢

深

見

義

一

巳

に

業
に

周

知
の

如

く
､

衣
料

綜
合

.
切

符

制
は

､

我

が

国
に

於
い

.
て

も
､

本
年
｢

月

商
工

省
令

第
四

甥
を

以
て

導
入

せ

ら

れ
た

1

昭

和

十

二

年
法
律

層
凍
二

戟
輸
出

入

品
等
臨
時
措
置
添
乃
至

十
六

年
勅
令

第
三

六

二

親
生

活
必

需
物

資
統
制
令
に

代
ら

ん

と

す
る

､

圃

豪
練
動

貞
添
第
八

條
に

基

く
授
権

準

夫
の

昭

和

十
六

年
十
二

月

十

五

8

働
勅
令
第

一

一

三

〇
戦
勝
賓
威
制
令
に

基

き
､

本

年
一

月
二

十
日

附
繊

維
製
晶
配

潜
消
費
統
制
規
則
と

し
て

､

之
が

制
定
公
布

さ

れ
た

の

で

あ
る

｡

之
ま

た

周
知
の

如

く
､

昭
和

十
二

年
支
部
事
欒
の

勃
脅
せ

る

以

奔
､

本

邦
絨
推
品
の

経
験
せ

る

統
制
語
港
令
は

劃
期
的
に

し
て

且
つ

飛
躍
的

で
.ぁ

っ

た
｡

日

く
､

噸
和

十
二

年
十
月

十
一

日

附
毛

製
品

ス

テ

ー

プ

ル

フ

う

ィ
バ

ー

混
用

規
則

､

十
二

月
二

十

七

日

倒
綿

製
品
ス

テ

ー

ブ

ル

ウ
ァ

ィ
バ

+

混
沌
規

旬
日

く
､

十
三

年
六

月
二

十

九

日

附
三

商
工

官
命

､

甑
ち

､

省
命

第
三

七

凝

縮
製
品
ノ

製
造

制
限

三
関
ス

ル

僻
､

同
第
三

八

坂
綿
製
品
ノ

加
工

制
限
■ニ

圃
ス

ル

件
､

同

第

二

玩
戟
綿
製
品
ノ

販
責
制
限
二

圃
ス

ル

件
な

る

世
に

所
謂
綿

製
品
非
常

管
理

令
､

日

く
､

十

三

年
六

月
二

手
日

附
輸
出
綿

響
蒜
給
統
制

規
則
な
る

世
に

儲
リ

ン

ク

制
省
令

､

壷

完
､

十
･

三

年
三

月

盲
附
綿

藍
悪
制
儲

急
患
賢

二

十
三

過
､

.
十

四

年
九

豊
日

附

拗

渦

逸

衣

料
溶
合

切

符
制
導

入

事
情
覚
書



｢

R
Ul

一

橋

論

叢

第
九

巻

第
六

競

莞
嘗
製

読
限

規
則

､

十

五

年
二

月

九

晶

鷲
製
品
配

給

叢
規
則
(

敵

監
監
朋
虻
針

酢
)

警
､

其
の

他
､

十

三

年

貢
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二

十

日

附
綿
解
版
幸
便
略
取

締
規

則
･

六

月

二

十

九

日

附
繊
維
製
品
放
棄
債
格
取

締
規
則

､

乃
至

七

月
九
日

附
物
品
販
費
便
格
取

締
規
則

(

願

鮎
鮒
雛
針
月
十
八

･
晶
)

､

十
四

年
十
二

月

二

十

八

日

附
暴
利
行
焉
等
取

締
規

則
､

十

五

年
七

臥
六

日

附
奪
俸
品
等
製
造
敵
襲
制
限

規
則
等
々

､

現

に

猶
ほ

施
行
せ

ら

れ

或
は

既
に

層
止
せ

ら

れ

た
る

も
の

､

之
を

文
字
通
り

網
羅
す
れ

ぼ
､

裕
に

尤
大
な

る
一

法
令
全

集
を

成
す
と

て

ろ

で

あ

る
｡

蓋

し
､

支
部
事
欒
に

封
廃
し

1

優
生

な
る

我

が

国

国

民
経
済
の

遅
行
を

確
保
す

る

た

め

に

娃
､

之
等
数
々

の

諸
立
法
も
ま

た

嘗

然
の

要
静
で

あ
つ

た
の

で

あ

る
｡

而
か

も
､

我

等
一

億
鼻
息
何
人
も
が

之
を

銘
記

す

る

如
く

､

昨
年
七

月

二

十

五
日

に

は

米
･

英
･

加
紅

よ

る

封
日

資
産
凍
結
令
が

聾
表

せ

ら

れ

た
｡

二

十

六
日

に

は

其
の

封
日

通
南
條
約
廃
棄
の

遺
骨
が

あ

り
､

重

た

此

島
の

封
日

資
産
凍
結
が

あ

少
､

全

英
帝
国
の

封
日

資
産

凍
結
が

聾
表
せ

ら

れ

溌
｡

■
か

く
て

､

二

十

七
日

に

は

印

度
･

香
港
に

よ

る

封
日

資
産
凍
結
が

行
は

れ
､

二

十

八

日

に

は

馬
奔

･

蘭
印
に

よ

る

そ

れ

が

行
は

れ

た
｡

侍
ほ

更
に

蘭
印
は

同
日

封
日

石

油
協
定

停
止
の

聾
明
を

行
つ

た
｡

小

康
に

も
A

丑

O

D

包
囲
陣

は

今
や

我
に

向
つ

て

蟹
城
の

斧
を

掘
り

翳
L
て

桃
哉
し
て

釆
た
の

で

あ

る
｡

巳
に

待
つ

あ

る

を

悼
め

る

待
哉
態

勢
に

あ
つ

た

我

が

周
が

之
に

應
じ

て

臨
戦
態
勢

･

決
戦
態
勢
忙

入
る

に

及
べ

る

こ

と
は

蓋

し

必

然
の

数
で

あ
つ

た

の

鷲

斯
く
て

､

A

β
C

D

包
周
陣

下
の

斯
の

情
勢
の

裡

に
､

綿
製
品
検
出
リ
ン

ク

制
省
令
の

如

き

や

今
は

只
だ

一

片
の

基
文
と

化
し

去
つ

た
の

で

あ
る

｡

於
是

､

我

が

酪

繊
維
脛
帝
政

策
に

も

再

び

大

建
直
し

が

飴
儀
無
く
さ

れ
て

奔
た

｡

第
三

国

貿
易
の

存
在
を

肝
捷
と

す

る

政

策
の

如

き

は
､

今
や

重

商

的

に

之
を

揚
乗
せ

ざ

る

を

得
な

く
な
つ

た

の

で

あ

る
｡

而
か

も
､

記
す
べ

し
､

紀
元

二

千

六

首

二

年
十
二

月

八
日

｡

斯
の

日

長

く
も

大
詔

枚

換
蚤
せ

ら

れ
､

米

英

に

勤
し
っ

ひ

に

哉
ひ

瞥
且

せ

ら

れ

た
の

で

あ
る

｡

一

倍
基
氏
は

米
英
を

敵
.
に

､

堂
々

大

東
登

載
季
進
軍
の

歩
武
を

進
め

た

の

で

あ
る

｡

我



等
は

今
や
二

億
十

心

屠
圃
の

精
細
を

燈
し
て

八

紘
食
事
の

大
理

想
資
現
に

邁
進
し
っ

つ

あ

る

の

で

あ

る
｡

於
長
か

､

我

が

国

舷
推
経
済
政
･

康
は

更
に

雄
大
な

る

構
想
の

下

に

之
を

確
立
す
べ

き

の

急
務
に

迫
ら

れ
て

奔
た
の

で

あ
る

｡

今
や

大
東
亜

共
粂
圏
の

薦
め

に
､

衣
料

■の

鹿

料
を

確
保
し

､

之
が

生

産
･

配

給
･

消
費
を

規
正

し
､

共
柴
圏
十

億
の

民
に

衣
料
生

括
を

保
覆
す

る

こ

と
こ

そ
､

･
我

等
の

一

大
責
務
と
は

な
つ

た

の

で
､

ぁ

る
｡

商
工

省
昔
局
の

賢
明
な
る

､

斬
ら

し

き

構
想
秒

下
把

衣
料
配

潜
消

費
統
制
の

立
案
は

夙
に

進
め

ら

れ
､

大
東
亜

必

勝

∵

戯
季
の

開
戦
い

く
ぼ

く
も
な

く
し
て

､

前
述
の

如

く
､

｢

月
二

十
日

附
其
の

省
令
繊
維
製
晶
配

給
消
費
統
制
規
則
は

公
布

を

見
た
の

で

あ

る
｡

其
の

第
十

一

保
以

下

に

規

定
す
る

と
こ

ろ
と

そ
､

所

謂
衣
料
綜
合
切
符
制
度
で

あ

る

の

で

あ

る
｡

大
東
亜

戟
尊
下

衣
料
生

缶
の

規
正

に

よ

る

銃
後
皇

居
の

必

勝
態
勢
確
立
こ

そ

は
､

前
線
皇
軍
婿
士

の

必

勝
態
勢
に

相
應
す
る

も
の

で

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

私
は

其
の

囲
滑

適
切

な

る

施
行
を

望
む

と

井
に

､

其
の

よ

少
良
き

制
度
へ

の

改

善
を

庶
幾
ふ

や

切
で

あ

る
｡

我

が

国

衣
料
綜
合
切
符
制
に

就
い

て

は
､

既
に

､

可

及
的

速
や

か

な

る

配

給
機
構
の

垂
備
が

要
望
せ

ら

れ
､

ま

た

切

符

制
遥
用
に

於
け

る

諸
改
善
に

封
す

る

諾
意
見
が

繰
出
さ

れ
て

居
る

｡

私
な

ど

も
､

特
に

其
の

鮎
数
操
作
に

就
き

圃
心

を

有
ち

､

或
は

制
限

小
切

符
物
資
配

給
に

於
け
る

鮎
数
倍
加

條
件
下
の

割
増

許
可

制
､

或
は

地

域
へ

の

比

率
的

リ
ン

ク

制
､

或
は

残
飯
新
教
の

繰
越
制

･

厳
節
制

･

寄
附
制

･

柚

須
制
を

説
き
(

湘

酢

蓋
欝
轟

操

監
相
和

引
掛

葛
)

､

･
ま
た

､

切

春
時
の

夏

季
揮
用

制

1
衣
欲
の

頒
も
少

な

き

時

季

孟

春
時

と

し
て

採
用
す
べ

き

こ

と

は
､

現
行
の

如
き

繰
越
制
の
■
独
ほ

未
だ

認
め

ら

れ

ざ
る

場
合
の

政
策
と

し
て

､

特
に

要
望
さ

れ

る

ー
等

を

考
へ

て

慮
る

次

第
で

あ

る
｡

前
お

き

が

刺
さ

か

冗
長
に

な
つ

た

き

ら
ひ

も
あ

る

が
､

以

下
､

猫
逸
衣
料
綜
合
切

符
制
導
入
事
情
覚
書
を

こ

こ

に

紹
介

∫
る

所
以

も
､

単
に

私
の

資
料
蒐
集
欲
を

満
足
せ

L
む

る

の

み

で

な

く
､

そ

れ

が

ま

た
､

切
符
制
導
入
日

独
ほ

湧
き

我

が

国

1 9

の

現

情
を

考
へ

る

上
に

､

な

に

が

し

か

の

参
考
と

も
な

れ

ぼ

と

息
つ

た

と

こ

ろ

に

あ

る

の

で

あ

る
｡

額
逸

衣
料
綜

今
切

符

倒
導

入

事
情
覚
書
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｢

一

橋

諭

責

夢
九

巻

第
六

.
沸

〓

濁
逸
に

於
い

て
､

衣
料
綜
合
切

符
制
の

導
入
せ

ら

れ

た
る

は

周
知
ゐ

如
く

一

九
三

九
年
後
期
の

こ

と
で

あ

る

が
､

其
の
･
前
年

｢

九
三

八

年
に

於
け
る

猫
逸

繊
維
原
料
の

確
保
は

百

十

萬

噸
で

あ
つ

た

と
い

ふ
｡

此
の

中
､

園

内
生

産
量

墜
二

十

五

萬
六

千

噸
で

あ

少
､

約
三

分
の

一

で

あ
つ

た
の

で

あ

る
｡

園
内
生

産
量
三

十

五

萬
六

千

噸
の

内
詩
は

､

エ

業
製
品
二

十
二

寓

噸
(

内
､

ス

フ

十
五

寓

五

千

噸
､

人
構
六

萬

五

千

噸
)

､

再

生

繊
維
(

智
慧
口

勇
邑
①
)

九

寓

噸
(

内
､

羊
毛

分
五

萬

噸
､

棉
花
分
四

萬

噸
)

､

農
産
品
四

寓
六

千

噸
(

内
､

亜

麻
二

寓

九
千

噸
､

大

麻
九
千

噸
､

尊
宅
八

千

噸
)

と

な
つ

て

居
る

が
､

其
の

重
鮪
が

工

業
製
品
に

あ

り
､

其
の

二

十

二

萬

噸
が

園

内
生

産
量
の

六

〇

%
以

上

を
占
め
て

居
る

こ

と

臥

注
目
に

値
ひ

す

る
｡

更
に

差
斯
の

工

業

響
m

の

憲
が

ス

フ

(

N

賢
1

｡
-

-

①
)

(

鯛

琴
棚

禦
雛

祭
監

謂
絹
が

肝

叫
溺

¢

甜
仰

絶
鞘
㌫
取

鼠
ポ
哨

㌔
｡

e
-

夢
J

に

あ

り
､

共
の

十

五

萬

五

千

噸
が

工

業
製
品
の

大

部
分
を

占

め
､

且
つ

国

内
生

産
量

の

四

三

%

琴
を

占
め

､

其
の

学
ぼ

に

迫
ら

う

と

し
て

居
る

乞

と

は

見
逃
L

難
い

と

こ

ろ

で

あ

る
｡

斯
く
て

､

之
等
の

数
字
に

考
へ

､

ま
た

濁
逸

繊
維
経
済
政

策
の

∵
端

と

し
て

､

常
時

､

ス

フ

生

産
能
力
を
ぼ

三

九

年
中
に

年
産
三

十

萬

噸
造
で

に

引
上

げ
､

同
年
に

収

受
産
二

十

二

萬

五

千

噸

を

奉
げ

ん

と
す

る

計
量
の

樹
立
さ

れ

た

る

こ

と
､

其
の

最
合
理

化

最
能
率
化
工

場
に

よ

る

重
鮎
生

産
主
義

､

乃
至

用
途
別
に

従
ふ

専
門
化
生

産
主
義
の

採
用
さ

れ

た

る

こ

と
､

ま

た

併
せ

て

高
度
貯
水
ス

フ

の

生

産
増
強
策
の

寛
苑
さ

れ

た

る

こ

と

等
々

の

あ

り

し
こ

と

に

注
目

す

れ

ぼ
､

ほ

ぼ

昔
時
に

於
け

る

濁
逸
の

繊
維
資
源

構
成
の

量
的

乃
至

質
的

性
格
も

看
取

し

得
ら

れ

る

と

と

と

息
は

れ

る
｡

一

期
か

る

看
取

を

前
撞
と

す

れ

ぼ
､

戦
雲
急
を

告
ぐ
る

段
階
に

入

り
て

､

ま

た

事
実
上

戦
争
に

突
入

せ

る

段

階
に

於
い

て
､

其
の

国

防
的

衣

料
生

宙
の

計
量
的

確
保
策
の

切

要
な
る

､

礎
ひ

て

衣
料
蘇
合
切

符
制
導
入
.の

急
務
な

る
､

賢
明
な

る

諌
者
諸
卿
に

封
L
て

は
､

も
は

や

薬
寵
を

59 0



19一

要
L

な
い

と

こ

ろ

と

息
は

れ

る
｡

三

弼
逸

に

於
け

る

衣

料
綜
合

切

符
制
導
入

等
情
は

､

之
を

前
段

階
と

後
備
段

階
と

本
段

階
と
に

候
り

に

三

別

し
て

観
る

こ

と

が

安
富
で

あ

り

便
利
で

あ
る

様
で

を
る

｡

こ

こ

で

前
段

階
と

詞
ふ

の

は
一

九
三

九

年
八

月
二

十

六

日

以

前
の

時

代
を

措
辞
す

る

の

で

あ

り
､

此
の

段

階

.

に

於
.
い

て

は
､

原

料
統

制
従
つ

て

貿
易
統

制
が

行
は

れ
､

ま

た

従
つ

て

人
造

鍛
練
統
制
が

行
は

れ
､

大
懸
濁
逸

繊
維
経
済
政
策
の

重
鮎
は

＼

原
料
乃
至
生

産
の

部
面
に

置
か

れ

た
(

謂
謂
韻
語
鳩
柑
)

の

で

あ
つ

た
｡

敦
備
段

階
と

謂
ふ

の

は

三

九

年
八

月

二

十

七

日

以

降
の

所

謂
購

買
券
制
時
代
を

措
辞
す
る

の

で

あ

り
､

此
の

段

階
と

共
に

癖
逸

繊
維
経
済
政
策
の

配

給
乃
至

滑
費
部
面
に

封
す

る

圃
心

は

特
に

深
き

を

加

ふ

る

様
に

な

り
､

つ

ひ

に

費
養
な
る

切

符
制
度
の

或
る

形

態
が

繊
維
品
全

般
に

わ

た

り

行
は

れ
る

様
に

な
つ

た
の

で

あ
つ

た
｡

但
し

､

此

の

段
階
僧

飽
く
ま
で

次
に

述
ぶ

る

本
格
的

切
符
制
箕
施
の

隷
備
的

段
階
で

あ
つ

た
の

で

あ
つ

て
､

■

斯
の

段
階
を

規
定
す
る

夫
の

猫
造

園

民

生

括
必

帯
品
臨
時
確
保
令
の

如
き

も

其
の

名
の

示

す

如
く
飽
く
皇

で

臨
時
的

規
定
で

あ

り
､

其
の

措
置
も
智
行
的

･

過

渡
的

な

る

性
格
を

帯
び

て

居
た

の

せ

あ
つ

た
｡

本
段
慣
と

謂
ふ

の

は

三

九
年
十

∵

月

十
四
日

以

降
の

所
謂
本
格
的

衣

料
切

符
制
時

代
を

指
稀
す

る

の

で

あ

斗

ヽ

ヽ

此

の

段
階
に

入
つ

て

初
め

て

規
則
的

滑
費
切

符
に

よ

る

衣
料
切

符
制
の

導
入

､

鮎
数
制
た

よ

る

衣
料
綜
合
切

符
制
の

採
用
を

見
る

こ

と
に

な
･つ

た

の

で

あ
つ

た
｡

■
順
序
と

し
て

尭
づ

､

右
に

所
謂
前
段

階
に

つ

き
一

瞥
を

試
む
る

な

ら

ば
､

.
此
の

段

階
■に

於
い

て

は
､

一

九
三

三

年
六

月

十

二

日

附
国

産

単
毛

使
用
奨
勘
法
(

曾
邑
…
百
句

監
①

言
口

内

血

由

≠
胃

書
n

告
七
的

i

已

監
i

邑
籍

警
F

賢
○
-

-

¢
)

､

三

四

年
三

月
二

十

二

日

附
工

業

脚

親

逸

衣

料
蘇
合
切

符
御
導
入

事
情
畳
書



2領
一

】

橋

静

黄

第
九

巷

帝
大

親

風
斜
及

平

準
品

取

引

迭
(

雷
各
N

芽
罫

書
賢
…

i

ニ
n

冨
星

-

①

昌
｡

F

各
島
①

n

邑
壁
萱
旨
チ

且
(

聯

㌫
晶

)

､

■
同

脚

二

十

六

日

附
羊
毛

等
令
→(

ぎ
H

寛

ぎ
曽
g

穿
空

音
｡

芳

与
良

買
訂
諾

ゴ
①

旨

喜
①
)

､

同

日

附
棉
花
令
(

ゴ
ロ
･

学
籍

雷
ゴ

ロ
司

邑
ヱ

(

氾
針
に
椚

軍
■

音
十

溜
附
繊
維
素
令
(

句

監

星
｡

増
①

邑
呂
g
)

(

紬

弛
叱

如
蛸

謂

語
ほ

押

紺
関

山

欝
)

(

雛

撃
八

月
十

七

甘
肝

綿

林
賂

織
物
令
(

ゴ
ロ
.

字
寛

ぎ

音
J

邑
官
冒

…
已
‖
的

芸
各

文
節
娼
)

､

九
月

四

日

附
商
品
取

引
令
(

く
〇
･

穿
寛

ぎ
〝

弓
茸
｡

｡

毒
官
F

エ

(

鮎
馴
綻
郎
∽

ゼ

同

日

附
監

彗
設
立
令
(

萱

誉
昌
昌

-

･

せ
ぎ
ロ

…
ロ

ロ

夢
冨
き
壱
芝

-

真
鯛
焔

軍
三

五

年
七

月
八

日

附
礪
遵

奉
苫
令
(

召
.

穿
る

芸
①

n

告
ま
琶
F
①

芸
監

邑
呂
)

､

十

二

月

六

日

附
繊
維
品
添
(

ぞ
ロ

邑
｡

曹
邑
文

弱
細
別

閑
訂
的

a
の

)
､

三

六

年
一

月
六

日

附
同
第

一

次
施
行
令
(

昏
賢
口

芳
命

己

穿
昌
口

篭
言

-
リ

｡

旨
昌

義
)

､

三

九

年
八

月
十

八

日

附

新
商
品
取
引

令
(

イ
〇
･

各
員

告
n

弓
芳

書

毒
･

材
①

訂
)

等
カ

､

ま

た
､

三

四

年
四

月
十

九

日

附
繊
維
品
増
便
防
止

令
(

七
〇
･

昌
→

宕
已

E
n

中
空

≠
｡

恥

昌
一

吋

邑
邑
字

笥
弓
的

芦

邑

告
m

君
臣

-

喝

賢
且

､

九
月

･

二
日

二
一

十

九

日

附
葛
巻
管
理

令
欒
東
食
(

ゴ
ロ

･

昌
】
･

㌢
告
弓

∈
一

的

-

弓

宍
Y

･

{

替
り

已
①

ロ
凸

ま
琶
口

訂
ま
り

訂
O

F

邑
旨
的
)

､

同
二

十
二

日

附
外
国

品
傾
格
令
(

く
〇
･

穿
真

空
①
-

等

穿
1

㌢

邑
賢
已
芸
F
①

弓
茸
①

n
)

､

三

六

年

十

月
二

十

九
日

附
四

箇
年
計
董
施
行

港
-
僧
格
形

成
監

硯
官

任
命

準
(

畢
冨
①

訂

昌

1
ロ

喜
琶
訂
戸

讃

訂
5
3 ･

賢
①

旦

…
i

㌢

告
示
〓

計
g

冬
口

象

哲
-

O

F

賢
O

m
m

富
r

}
･

:
守

已
①

守
の

訂

g
ぎ
ロ
恥
)

､

十
一

月

二

十

六

日

附
億
格
引

上

禁
止

令
(

七
〇
･

き
真

計
班

ぎ
旨
○
寸

言
-

ゴ
盲
訂

冥
F

ぎ
弓
的

且
(

謂
鮎
純
綿
鎚
悶

絶
ヾ

三

七

年
十
二

月

九

臥

附

繊

響
等
傾
格
形

成
令
(

召
･

昌
】

･

･

ゴ
蒜

i

巴

邑
d

宕
的

F

d

乎
皿

官

呂
賢
穿

旨
訂

巨
星
)

等
々

､

の

諸
法
令
の

制
定
を

見
た

の

で

あ
つ

た
｡

勿
論

､

之
等
の

諸
法
令
と

後
の

切

符

制
と
の

開
聯
に

つ

●

い

て

は
､

詮
明
の

つ

き

難
い

も
の

も
あ

る
｡

.

た

雫

廉
く
猫
逸

繊
維
経
済
政

策
展
望
に

便
す

る

た

め

に
､

ま

た

第
一

項
に

於
け

る

我

が

国

に

関
す
る

叙
述
に

屑

應
さ

せ

る

た

め

に
､

更
に

は

ま

た

本
項
に

於
け

る

形

式
を

一

應
と

と

の

へ

る

た

め

忙
､

虫

に

簡
単
に

之
に

濁
れ

売

る

r



｢
■■■ ■

ー
_

次
第
で

あ
る

｡

′

次
に

､

右
に

所
謂
漁
備
段
階
は

､

一

九

三

九

年
八

月

二

十

七

日

附
猫
遠

国

民
生

清
必

菅
m

臨
時
確
保
令
(

宕
岩

･

告
弓

一

g

昌
で

言
ユ
㌢

已
i

驚
n

警

告
○

諾

三
言
ゴ

粥

包

b
取

-

各
望
}

芸
1

i

旨
江

篭
日

野
▲

ぎ
】
･

訂

告
な

(

訂

ま
琶
F
q

ロ

づ
已
村

雲
)

の

制
定
公
布
に

御
重

る
｡

本
命
の

有
つ

意
義
は

大

で

あ

り
､

其
の

日

附
の

示
す

如

く
､

本

命
は

貿
に

､

九

月
一

日
の

猫
披

間
の

激

戦
展
開

､

八

月

三

十
.一

日
の

披
蘭
土
に

よ
る

猫
逸

封
墟
要

求

十

箇
條
の

拒
否

､

∴

二

十

九

日
の

披
蘭
土

紙
動

貞
令
尊
命

､

二

十
八

日
の

平

沼
内
閣
縫
離

職
､

二

十

五

打
の

英
披
相
互

援
助

條
約

調
印

､

二

十

三
日

の

猫
ソ

不
可

侵
保

約
締
結

､

に

前
後
し

､

戟
雲
頻
り
に

急
な
る

､

平
沼
首
相
を

し
て

複
雑
怪
奇
と

嘆
ぜ

し

め

た
る

情
勢
下
に

聾

令
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

昔
時
フ

ン

ク

経
済
相
が

､

斯
の

情
勢
下

に
､

経
済

紙
監
と

し
て

､

其
の

法
律
的

授
権
に

基

き
､

国

防
軍
総
司

令
及

び

行
政

棟
監
と

協
議
了

解
の

上
､

制
定
公
布

し
･た
る
･
も

の

で

あ

る
｡

斯
の

臨

時
確
保
令
は

､

前
に

も

少

し

く
簡
れ

た

る

如

く
}

後
の

本
格

的

切

符
制
導
入

に

至
る

迄
で

の
､

智
行
的

･

過

渡
的

規
定
と

し
て

制
定
さ

れ

た

も
の

で

あ

る

が
､

織
練
製
品
共
の

他
の

生

活
必

帝
品
十

四

･
種
を

指
定
L

､

廣
蓑
な

る

切

符
制
虔
を

之
に

施
行
し

､

之
等
の

物
資
は

慣
用
と

し
て

購
買
権
の

官
廃
語

明
を

以
て

し

な

け

れ

ぼ

之
を

購
入

.

し

得
ざ

る

こ

と

を

規
定
し

た
の

で

あ

る
｡

斯
く
て

､

後
段
に

於
い

て

侍
ほ

詳

述

す

る

働

く
1

同

令
及

び

同

令
施
行
令
中
の

繊
維
品

関
係
法

一

規
の

定
む

る

と
こ

ろ
に

よ

り
､

■
爾
敵
城

響
m

の

購
入
は

､

其
の

購
買
権
を

澄

す

る

と
こ

ろ
の

購

買
券
(

野

点
琶
F
e

真
謂

闘
m

串
の

■
柏

礪
酢
紬

,

謂
粥
川

輯
已
｡

)

を

以
て

せ

ざ

れ

ぼ
､

こ

れ

を

企
求

す

る

能
は

ぎ

る

こ

と

に

な
つ

た
の

で

あ
る

｡

そ

L
て

､

斯
の

智
行
的

措
置
は

､

十

一

月

十
四

日

迄
で

､

約
二

箇
月
牛
に

わ

た

り

績
い

た
の

で

あ

る
｡

最
後
に

､

右
に

所
謂
本
段
階
は

､

一

九
三

九

年
十

一

月

十
四

日

附
業
産
生

活
必

需
品
消
費
規
正

令
(

書
芸
H

d

㌢
ゴ

g

穿
寛

已
企

宕
ワ

3

仰
山

立
岩

計
】

･

①

琶
告
的

賢

答
冨
乱

臣
督
粥

芸
重
臣
①

軒

琶
g

鼓
且
及
び

同

日

附
繊
維
品
消
費
規
正

令

つ

ざ

邑
ヨ

∈
広

{

㌢
･

的

鵜

逸

衣

料
溶
合
切

符

嘲
導
入

事
債
鬼
書



｢

】

橋

論

叢

弟
九

春

希
大

欲

2 4

已
｡

宕
.

す
ぎ
｡

F

慧
g

軋
F
n
恥

誉

晋
冒
賢
口

巳
宅

賀
①

ロ
)

の

制
定
公
布

に

初
ま

る
｡

雨

令
の

中
､

前
者
は

前
記

臨
時

確
保
令
に

代
る

も
の

で

あ
わ

､

後
者
は

臨
時
確
保
令

施
行
令
中

繊
維
圃
係
法
規
た

る

第
四

･

五

苑
行
令
に

代
る

も
の

で

あ

る
｡

本
段
階
に

入

力
て

初
め
て

､

猫

逸

衣
料
綜
合
切

符
制
は

文
字
通
ゎ

本
段
階
に

入
り

､

前
述
の

如

く
､

規

則
的

消
費
切

符
の

採
用

を

見
､

鮎
数

制
に

よ

る

綜
合
切

符

制
の

導

入

を

見
る

に

至
つ

た
の

で

計
る

｡

以

上
の

中
､

敦
備
段

階
及

び

本
段
階
に

就
き
て

は
､

更
に

以

下

項

を

追
つ

て

之
を

詳
述

L

な

け
れ

ぼ

な

ら

ぬ
｡

.■
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森
備
段
階
に

就
き
て

は
､

本
項
に

蔽
い

て
､

侍
ほ

億
時
確
保
令

及
び

同

施

行
令
に

降
す

る

祷
尭
的
記
述

を

行
つ

て

置
き

虔
い

｡

■
抑
も

､

前
記

八

月
二

十

音
附
額
通
園

卑
生

括
必

苛
品

臨
時
確
保
令

寧
る

洪
令
は

､

之
を

其
の

真
上
の

性

格
に

見
れ
ば

頂
謂
枠
組

添

令
(

曹
F

ヨ
わ

ー

一

票
肖
｡

昆
呂
｡
的
)

で

あ

り
､

基

本
原
則
と

之
に

圃
聯
す

る

諸
要
綱
を

規
定
せ

る

原
則
港
で

あ
る

の

で

あ
る

｡

従
つ

て

本
命
は

､

原
則
と

し
て

一

定
物
資
の

購
買
を

購
買
権
(

哲
学
長

針

ぎ
票

買
電

邑
の

官
廃
置

明
(

b

軋

g

邑
i

各
b

官
琶
F
①
i

鼻
弓
g
)

に

係
は
ら

L

む

る

こ

と
､

共
の

他
若
干
の

事
項
は

､

之
を

規
定
す

る

の

で

あ

る

が
､

繊
維
品
其
の

他
の

措
定
生

清
必

需
品
各
個
に

わ

た
る

細
目

の

規
定

は
､

之
を

そ

れ

白
襟
に

於
い

て

は

取

扱
は

ず
､

之
を

同
令
施
行
令
に

譲
つ

て

居
る

の

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

繊
維
品
の

場
合
此
の

為
行
令
に

嘗
る

も
の

は

同
令
第
四

･

五

施
行
令
と

な
つ

て

居
る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

若
L

私
等
が

絨

響
m

に

関
す

る

此
の

間
町

規
定
内
容
を

窺
は

ぅ

と

す
る

こ

と
に

な
る

な

ら

ば
､

私
等
は

之
を

本
命
及
び

本
命

第
四

･

五

施
行
令
に

探
ら

な

け

れ

ぼ

な

ら

な
い

こ

と

に

琴
る

の

で

あ

る
｡

乃
ち

､

･

今
ま

之
等
に

擦
つ

て

之
を

観
る

な
ら

ば
､

先
づ

繊
維
品
の

購
買
は

官

鹿
茸
明
の

購
買
券
(

碧
空

毒
琶
F

軋
ロ
)

に

依
ら

な

け

れ

ぼ

畢

r



ー

Y

′

ら

な
い

こ

と
に

な
つ

て

居
る

｡

而
し
て

､

該
購
買
券
の

下

付
は

特
別

需
要
(

訂
琶
n

計
冒
-

･

官
計
･
長
の

事
賓
に

塞
く
申

請
に

封
し
て

の

み

行
は

れ

る
｡

特
別

需
要
は

別
に

瀾
ぐ
る

と
こ

ろ
の

滑
費
者
表
に

明
示
さ

れ

た

る

滑
費
者
忙

於
い

て

其
の

一

足
正

常

雫
要

(

誉
岩
P

已
す

&

邑
)

不
充
足
の

場
合
に

於
い

て

の
■
み

認
め
ら

れ
る

｡

購
買
券
饗
行
官
庶
政

下

級
行
政

官
藤
(

∈
-

オ

宰
①

ぎ
⊇
已

ぎ
ゴ

漕

ぎ
F

賢

哲
】

-

)

で

あ

り
､

具
軽
的
に

は

嘗
該
需
要
者
の

居
所

乃
至

任
所
を

管
轄
す

る

市
町

村
役
場
乃
至

警
察
で

あ
る

｡

購
買
券
掛

個
々

の

物
資
に

つ

き

蟄
行
せ

ら

る

ペ

く
､

一

購
買
券
の

上

に

例
へ

ぼ

繊
維
品
と

石

鹸
と
を

と
い

ふ

如

く
二

種
以

上

記

載
す

る
.
こ

と

は

認
め

ら

れ

な
い

｡

品
種

毎
に

購
買
券
の

様
式
が

別

様
に

さ

れ

る

か

香
か

は

常
初
は

独
ほ

未
定
で

あ
つ

た
っ

尤
も

､

右
の

規
定
に

不
拘

､

軍
関
係
筋
に

於
い

て

は
､

所

要
敵
維
品
に

封
す

る

引

渡
措
国
書
(

訂
几

蓉

言
責
墨
n

慧
i

賀

長
)

乃
至

供
給

指
令
書
(

巳
¢

訂
】

･

雪
篭

呂
ぎ
品
)

な

る

も
の

さ

へ

あ

れ

ぼ
､

購
買
券
無
し

に
､

そ

れ

を

以
て

購

買
を

為
す

こ

と

が

認
め

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

ま

た

小
棄
需
要
程
度
の

小

量
な

る

場
合
に

は
､

単
に

受
領
澄

(

出
ヨ
p

冒
ゴ
的
研

ナ

①

琶
F

乳

首

笥
】

-

巴

を

輿
ふ

る

の

み

に

て
､

繊
維
品
の

購
買
を

焉
す
こ

と

が

認
め

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

備
､

要
購
買
券
物
資
及
び

購
買
条
不
要
物
賓
(

即
ち

除
外
品
)

は
､

前
記

第
四

･

五

施
行
令

乃
至

一

九

三

九

年
九
月

九

日

附
繊
維
脛
済

特
命
長
官

第

∵
布

骨
(

宕
ナ

】

邑
三
芳
善

㌢
-

室

ぎ
阜
告

芸
毒
告
旨
窒

妄
言

菅
=

{

首

已

…
首

】

邑

暮
夏
等

g
エ

に

明
ら

か

で

あ

る
｡

第
四

施
行
令
の

附
録

一

に

は

要
購
買
券
の

繊
維
品
類
乃
至

靴
類
の

品
目
が

表

示
さ

れ
て

居
り

､

其
の

改

正

が

第
五

遊
行
令
乃
至

繊
維
経
済
特
命
長
官

第

∵
布

告
に

儲
示

さ

れ
て

居
る

の

で

あ

る
｡

第
五

滝
行
令
で

職
業
服
や

基
底
用
革
の

除
外

制
の

明
示
さ

れ

た

こ

と

瀬

音
時

人
々

の

注

目
を

惹
い

た

と

こ

ろ
で

あ
つ

た
｡

重

た

織
鮮
経
済

特
命
長
官

第
一

布

告
は

､

要
購
買
券
品
目

と

除
外
品
日

と

を

更
に

明
示

.2 5

す

る

こ

と

に

於
い

て
､

業
界
把

明

瞭
な

る

指
針
を

輿
へ

た
の

で

あ
つ

た
｡

鵜

逸

衣

料
藤
倉

切

符

御
導
入

事
惜
覚
書
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一

橋

論

叢

簾
九

春

希
大

横

絡

小
章
商
に

よ

る

購
買
券
の

取

扱
ひ

に

つ

き
て

は
､

第
四

施
行
令

第
八

傑
が

之
を

指
示

し
て

居
る

の

で

あ

る
り

之
に

堪
れ

ぼ
､

小
葉
商
は

9 6一

ヽ
+

販
膏
に

よ

り

滑
費
者
よ

り

入

手
せ

る

購
買
券
は

､

直
ち

に

之
に

穿
孔
し

､

又

は

叉

繰
抹
滑
を

施
し

､

之
を

無
数
此
し

之
を

整
理

保
管
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

と

同

時
に

､

一

軍
の

記

録
表

(

E
を
ロ
小

官
g

誉
中

こ

を

傭
へ

置
き

､

之
に

購
買
券
蟄
行
者

･

蟄
行
日

附
･

購
買
権
者

の

氏

名
任
所

､

引
渡
商
品
の

種
類

･

数
量

･

代

償
等
の

項

目

に

わ

た

れ

る

記

帳
を

行
は

ね
ば

な
ら

な
い

｡

備
ほ

此
の

記

録
表
は

一

箇
月

毎

に

締
切

り

整
理

し

な

け

れ

ぼ

な
ら

な
い

｡

購
買
券
黎
行
者
た
る

前
記

下

級
行
政

官

廉
は

随
時
此
の

記

録
表
の

検
閲
を

焉
し

得
る

の

で

あ

る
｡

五

漁
備
段
階
に

就
き
て

は
､

吏
. に

所
謂
織

響
嘗
止

令
(

配
鮎
㌫
ほ
伽
樹

齢
盟
諾
慧
幽

遠
指
針

譜
唱
の

)

な
る

も
の

､

及
び

之
に

開
聯
す

る

商
業
者
の

手
持
品

調
査

其
の

他
の

事
項

を
こ

こ

に

取

扱
つ

て

置
か

ね
ぼ

な
ら

な
い

｡

前
述
礪
造

園

民
生

括
必

需
品
臨

時

確

保
令
が

八

月
二

十

七

日

に

公
布

さ

れ
､

繊
維
品
購
買
に

於
け
る

購
買
券
制
度
が

導
入

さ

れ
て

か

ら
､

未
だ

檜
ほ

旬
日

を

出

で

ざ

る

う

ち

に
､

瀾
逸
繊
維
経

済
は

更
に

新
た

な

る
､

購
買
券
制
度
と

は

ま

た

別
個
な
る

､

一

つ

の

起
非
常

措
置
を

腰

験
し

た
の

で

あ

る
｡

即
ち
､

一

九
三

九
年
九
月

四
日

附
破
綻
経
済
特
命
長

官
令

第
一

坂

城
維
経
済

管
理

令

(

哲
琶

E
′箪

笥
已
亡

喜

ふ
苧

｡

邑
口

告
狗

誉
已
①

晋
n
ロ

賢
口

菅
笠
芸

ぎ
苫
)

に

よ

る

非
常

措
置
が

之
で

あ

る
｡

之
に

擦
り

､

猫
逸

繊
健
品
は

国

防
軍
乃
至

官
盛
事

持
品

､

消
費
者
所
持
使

用
品
を

除
き

､

全

面

的
に

差

押
廃
置
の

下
に

置
か

れ

る

こ

と

に

な
つ

た
の

で

あ
る

｡

猫
逸

繊
維
品
は

も
は

や

衣
料
品
ラ

イ

ヒ

署
(

賢
｡

F

邑
e
-

-

:
守

已

邑
占
n
的

∈
】

包

喜
書
n
d

訂

曾
b

訂
訂
)

(

酌

覧
酢
針

表
齢

蒜
招

福
し

の

許
可

無
く
し
て

は

法
律

行
為
の

封
象

と

は

怒
ら

な

く
な
つ

た
の

で

あ

る
｡

其
の

許
可

無
て
し
て

之
等
を

封
象
と

し
て

環
さ

れ

た

る

行
為
は

す
べ

て

無
裁
と

な

る

の

で

あ

る
｡

強



制
執
行
事

績
中
の

繊
維
品
の

魔
分
に

就
い

て

も
此

の

規
定
は

滴
用

さ

れ

る
｡

仕
掛

品
を

除
き

渡
り

な
る

欒
更
を

繊
維
品
に

加
ふ

る

こ

と

も

右
管
理

令
の

違
反

と

な
る

｡

三
一

口

に

し
て

之
を

蔽
へ

ぼ
､

猫
逸

繊
維
品
の

自
由
な

る

移
樽
欒
要
は

以

後
罷
り

な

ら
ぬ

と
い

ふ

の

で

あ

る
｡

其
の

意
義
の

重
大

な
る

､

第
一

項

記

述

に

於
い

て

既
に

取

扱
へ

る

も
の

に

L
て
+

我

が

園
に

所
謂
綿
製
品
非
常

管
理

令
た
る

､

夫
の

昭
和

十

三

年
六

月
二

十

九

日

附
聾
令
の

三

商
工

省
令

､

乃
至

は
､

本

年

二
月

二

十

日

附
聾
令
の

繊
維

製
晶
閻

給
滑
費
統
制
規

則
に

し
て

､

世
に

●

所
謂
膏
止

期

間
な

る

も
の

を

導
入

せ

る

商
工

省
令
と

､

東
西

正

さ

に

墳
照

應
す

る

も
の

で

あ

る

の

で

あ

る
｡

但
し

､

小

責
部
門
の

関
す

る

限

り
に

於
い

て

は
､

同
時
に

､

九

巧
四

日

附
衣
料
品
ラ

イ

ヒ

暑
令
丑

E

第
一

親
(

A
n

寛

ぎ
一

l

ロ
的

せ
朽

-

賢
せ

R
①
i

さ

邑
各
①

巾

守

巴
①
i

ぎ
ロ
的

与
-

孟
貫
ざ
d

■
訂

曾
b
i

①

訂
)

に

よ

れ
､

斯
の

所
謂
膏
止

令
が

除
外
さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

即
ち

､

同
合
第
三

備
に

壕
夢

､

小
章
商
は

ラ

イ

ヒ

署
の

許
可

無
く
し
て

硬
膏
を

為
し

得
る

こ

と

を

認
め

ら

れ

た
の

で

む

る
｡

斯
く
て

此
の

鮎
､

貿
際
問
題
と

L
て

は
､

前
記

象
が

囲

綿
製
品
非

常
管
理

令
中
の

省
令

第
三

九

戟

綿
製
品
ノ

販
膏
制
限
二

開
ス

ル

件
の

内
容
に

相
憎

應
せ

る

(

脈

謂
桐
畑
)

結
果
と

な
つ

た
の

で

あ

る
｡

尤
も

､

･
斯
か

る

第
三

俸
の

規

定
に

不
拘

､

前
述

購
買
券
制
度
は

動
か

さ

る

を

と

こ

ろ
で

な

く
､

要

購
買
券
品
種
に

つ

き
､

依
然
購
買

琴
の

要
求
さ

る

る

こ

と

に

は

攣
り

は

な
い

の

で

あ

る
｡

皇
た

此
の

場
合
勿
論

､

消
費
者
相
手
の

販
膏
に

は

責
止

令
が

適
用
さ

れ

な
い

の

で

あ

る

が
､

手
工

業
者
相
手
の

販
更
に

は

海
ほ

そ

れ

が

適

用
さ

れ
る

の

で

あ
.
る

｡

向
､

小
安
商
を

含
む

仝
繊
維
品
商
業
者
は
■､

.
右
に

所
謂
繊
維
品
章
止

令
第
五

僕
の

定
む

る

と

こ

ろ

に

擦
り

､

手

持
品
記

帳

(

P
.+

g

宇

空
←

臣
冒
ど

･

戸
口
恥
)

の

義
務
を

負
は

さ

れ
る

こ

と
に

な
つ

た
の

で

あ
る

｡

即
ち

､

業
者
は

､

九

月
四

日

現
在
の

責
止

品
に

つ

き
､

其
の

手

持

品

調
査

を

行
ひ

､

之
を

手

持
晶

帳
(

訂
笥

･

㌢
さ
)

に

記

載
し
な

け
れ

ば

な

ら

な
い

｡

そ

L
て

､

爾
後
は

手

持
晶
移
動
′
の

都
度

､

此
の

帳
簿

27

に
､

移
動
の

日

附
､

仕
入
尭

乃
至

販
棄
尭
の

氏

名
任
所

､

移
動
商
品
の

種
類
品
質
数
量

､

移
動
商
品
の

傾
格
等
の

項
旨

に

わ

た

り

之
が

記

親

逸

衣

料
辞
合
切

符
樹
導
入

事
情

覚
書
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2

}

椿

静

襲

第
九

巻

第
大

洗

帳
を

行
は

ね

ぽ

な

ら

な
い

こ

と
に

な
つ

た
の

で

あ

る
｡

よ
つ

て

之
を

小
葉
商
惟

就
い

て

言
へ

琶
小
膏
商
為

亦
斯
の

規
定
に

擦
れ
ぼ

､

販

膏
の

都
度
消
費
者
の

氏

名
任
所
な

ど

を

其
の

手

持
晶
帳
に

記
入

ト
な

け

れ

ぼ

な

ら

な
い

こ

と
に

な
つ

た

わ

け
で

あ

る
｡

が

し
か

L
､

此
の

場
合

､

宴
席
買
弁

品
目

に

就
き
て

は
､

前
述
の

如

く
､

記

録
表
(

芳
香

Q

F

賢
岩
g

i

賢
-

･

)

な

る

も
の

把

つ

き

共
の

記

帳
が

既
に

別
に

行

は

れ

る

の

で

あ

る

か

ら
､

真
の

手

持
品
記

帳
の

方
は

こ

こ

で

は

省
略
を

認
め

ら

れ
る

の

で

あ

る
｡

従
つ

て

箕
際
上

は
､

購
買
券
不
要
品
目

の

販
膏
の

場
A
ロ

に

限

り
､

そ

の

手

持
晶
記

帳
が

要
請
さ

れ
る

も
の

と

理

解
す
べ

き
で

あ

る
｡

侍
ほ

此

の

手

持
品
記

帳
は

山

箇
月
毎
に

締
切

り

整
理

L
､

帳
簿
上

其
の

手

持
晶
が

∵
目

瞭
然
た

る

様
に

配

意
し

な
け
れ
ぼ

な

ら

ぬ
｡

重

た
､

加
工

業
者
な

る

場
合
に

は
､

其
の

移
動
に

加
へ

､

加
エ

の

発
育
を

明

瞭
に

L

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

加
エ

わ

薦
め
に

す
る

移
動
も
勿

論
之
を

記

帳
し

な

け

れ

ぼ

な

ら

な
い

｡

傭
ほ

念
の

薦
め

琴
が

ら
､

右
の

如
く
衣

料
品
ラ

イ

ヒ

署
令
丑

E

第
一

耽
は

､

小

葉
商
忙

つ

き

其
の

販

膏
に

関
す

る

限

り
は

膏
止

令
を

除

外
し

た
の

で

あ

る

が
､

其
の

仕
入
に

つ

き
て

は
､

未
だ

之
に

簡
れ
て

居
ら

な
■
レ

の

で

あ

る
｡

け
れ

共
､

製
造
豪

･

卸
茸
商
等
が

全
面

的
に

棄
止

令
を

以
て

抑
へ

ら

れ
て

居
る

以

上
､

之
等
よ

り
の

仕
入
が

許
可

無
く
し
て

行
払

得
ざ
る

こ

と

は
､

首
席
の

こ

と

と

解
さ

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

侶
L

､

全

人
綿
繊
維
だ

け
は

､

其
の

仕
入

が

販
章
品

(

媚

甥
謂
㈹

議
)

の

補
充
の

薦
め

行
は

れ
､

且

て

其
の

週
仕
入

量
が

一

九

三

流

年
前
年

額
の

週
平

均
仕
入

覚
績
の

争

分
を

超
過
せ

ざ
る

慧
昆
限

り
､

右

賛
止

令
に

不
拘

､

自
由
仕
入
が

認
め

ら

れ
て

居
る

の

で

あ

●

る
｡

倫
ほ

又
､

除
外
例
の

顧
著
な
る

一

例
で

あ

る

が
､

猫
逸
に

於
い

て

は

経
瀞
類
に

就
い

て

は

特
別
な
る

考
慮
が

沸
は

れ

た
の

で

あ

る
｡

即

ち
､

膏
止

令

第
二

條
は

衣
料
品
ラ

イ

ヒ

署
の

許
可

無
く
し
て

､

経
蘇
類
の

販
昏
引

渡
を

葛
L

得
る

こ

と

を

認
め

た
の

で

あ
る

｡

但
L

､

此

の

慧
ロ

と

雄
も

､

措
定
業
者
の

版
章
節
に

於
い

て

の

み
一

覧
績
に

封
す

る

ラ

イ

ヒ

著
指
定
の

∵
定

率
を

限

り
､

そ

れ

を

篤
す
こ

と

が

指
示
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92

さ

れ
て

居
る

｡

小

責
滴
は

購
買
券
無
く
ト

て

滑
費
者
に

版
賛
し

得
る

が
､

簸
め

顧
客
表
(

内

岩
告
已

i

畳
を

調
製
し
て

置
き

､

其
の

登

録
者
の

み
に

販
膏
L

な

け

れ
ぼ

な

ら

な
い

｡

顧
客
表
に

就
心

て

は

顧
客
の

任
所
と

家
族
数
が

記

入

事
項

と
さ

れ
て

居
る

｡

顧
客
表
へ

の

登

録
迭
は

顧
客
の

自
由
登
録
制
と

な
つ

て

居
る

が
､

小
専
属
に

封
L
て

僧

覚
際
上

､

■

其
の

葉
上

高
を

在
凍
の

そ

れ

に

周

應
せ

し

め

る

様
､

其

の

顧
審

査
録

数
を

在
席
の

顧
客

数
に

照

應
せ

し

め

る

様
､

勧
奨
さ

れ
て

居
る

の

で

あ
る

｡

願

誓
登
録
に

方
つ

て

は
､

孝
明
の

薦
め

食
料

.

晶
切

符

呈
示

し
､

侍
ほ

他
店
に

登
録
せ

す
､

他
の

琴
路
を

以
て

購
入

せ

ざ

る
こ

せ

を
誓

誓
､

妄
書
式
に

署

草
し

な

け

れ

ぽ

な

ら

滋
｡

こ

こ

に
.
謂
ふ

藤
林
類
の

種

類
に

つ

い

て

は
､

九

月

周

日

附
衣

料
品
ラ

イ

ヒ

著
令
B

E

第
二

故
に

明
示

さ

れ
て

居
る

｡

大

■

ビ
ヨ

ー

ニ

ッ

シ

ュ

は

私
の

所
謂
換
備
段
階
に

於
け
る

繊
維
脛
臍
統
制
の

全

貌
を

､

(

1
)

小

菅
商
部
門
に

潜
け

る

滑
費
者
へ

の

販

責
､

(

ヱ

小
章
商
部
門
迄
で

の

供
給

､

(

8
)

生

産

加
工

部
門

､

の

享
分

野
に

分
け
て

解
説
を

試
み
て

居
る
(

帥

弛
絹

鰐
約

維
新
紬

紺
野

絶
.

)

懲

は

彼
の

行
き

方
に

倣
払

､

皇

た

彼
の

解
説
に

取

材
し
て

､

以

↑

更
に

補
足
を

行
ひ

､

前
数
項
の

記
述

を

補
完
L
て

置
き

慶
い

の

で

あ
る

｡

↓

小

膏
商

部
門

に

於
け

る

滑

費
者
へ

の

板
膏
は

､

既
に

詳

課
せ

る

と
こ

ろ

に

ま
ソ

理

解
さ

る

る

が

如
く

､

膏
止

令
制
度
に

て

抑
へ

ち

一

れ

る

と
こ

ろ

は

わ

づ

か

で

あ

り
､

主
と

L
て

購
買
券

制
度
に

よ
･

り

て

規
正

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

即
ち

､

購

買
余

制
度
に

ょ

り
､

営
該
繊
維

品
が

要
購
買

管
買
る

か

購
買
弁
不
要
品
な
る

か

に

よ

り

取

扱
払

が

異
り

､

前
者
の

場
合
に

は
､

消

費
者
は

特
別
需
要
の

事
賓
に

基

く
申

請
に

よ

り

購
買
券
の

下

付
を
乞
は

な

く
て

は

怒

ら

す
､

小
膏
商
は

之
に

封
す
る

硬
膏
を

記

録
表

に

記

帳
し

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

後
者
の
,

場
合
に

は
､

初

め
て

共
の

販
膏
が

費
止

令
下
の

∵
手

緩
の

問
題
と

な

そ

小
責
商

豊
ハ

の

販
棄
を

手

管
蒜
に

記

帳
し

な

く
て

は

な

ら

な
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｢
(

03

一

橋
■
論

帯

解
九

各

第
大

鹿

い

の

で

雪
｡

要
購
買

慧
と

除
外
品
に

関
す

る

規
定
に

簑
の

後

荒
的

な
る

襲
吏

纂
く

､

只

蒜
絆
経
済
特
命
長
町
第
二

布

嘗

如

よ

ヱ
部
修
正

が

行
は

れ
､

新
た
に

居

間
用

敷
物

･

寝
茎

脇
用

敷
物

･

廊
↑

用

敷
物

､

椰
子

敷
物
等
が

要
購
買

管
m

と
さ

れ

た
｡

2 ･

紡
織
生

産
者

､

被
服

業
者

､

卸
賛
商
等
よ

卑
小

賓
商
ヘ

ム
供

給
ほ

､

責
止

令
の

抑
へ

る

と
こ

ろ
で

雷
ノ

､

原

則
と

し
て

衣
料
品
ラ

イ

ヒ

署
の

許
可
(

欄
か
脚

韻
仇

ユ

無
く
し
て

呈
の

安
男
が

行
は

れ

得
な
い

の

で

雪
｡

但
し

､

此
の

賛
止
.

令
の

場
合
に

於
い

て

も
勿
論
自

由
品
の

存
在
は

認
め

ら

れ
て

居
る

の

で

あ

る
｡

衣
料
品
ラ

イ

ヒ

署

令

豊
第
四

既
に

そ

れ

が

明
ら

か

で

あ
る

｡

之
に

壊
れ
ば

､

絶
封
的

自

由
品
と

し
て

､

装
飾
用
羽

毛

壷
類

･

扇
子

･

参
禅
帽

子
･

動
物
別
製
品
等
が

見
え

る
｡

重

た

條
件
附
自
由
晶
と

し
て

は
､

家
具
用
品

･

純
綿
椀
物

･

レ

ー

ス

物
･

刺
繍

物
･

組
紐
物

･

釦

類
･

床
用

敷
物

･

ツ

ル

織
物

･

漁
網

･

鋼
索

撃
細
引

･

結
束
用

攣
ホ

ー

ス

･

詞

苧

綿

慧
莞

竿
製

膚
布

畠
物

･

各
種
締

類
･

防
水
布

慧
.

･

ゴ

ム

↑

着
顆

･

造

花

撃
雨

傘

基
警
が

見
ら

れ
る

｡

九

月
四

日

串
前
の

志

文
晶
に

就
き
て

は
､

経
緯
綿
僻
も
の

乃
至
バ

ス

ト

繊
維
バ

ス

ト

層
よ

り
成
る

も
の

を

除
き

､

既
に

､

(

イ
)

洋

服

類
･

下

着
類

･

編
物
刺
繍
類
に

て
汲

還
準
備
の

成
れ
る

も
の

､

(

こ

洋
服

撃
下

着
類
に

て

敦
断
済
み
の

も
の

乃
至

編
働

刺
繍

類
に

て

＼

横
線
に

拭
け
･

富
も
の

､

(

〇

購
買
券
不
要
品
に

て

拳
法

準
備
成
れ
る

も
の

乃
至

仕
掛
済
み
の

も
の

､

は

費
止

令
か

ら

除
外
さ

れ

た

の

で

あ
る

｡

侍
ほ

豊
第
四

讐
以
て

､

購

買

琴
不

要
品

竺
般
忙

費
止

令
か

ら

除
外
さ

れ
､

除
外
さ

れ

ぎ
る

向
に

琴
き

て

は
､

特
に

衣
料

品
ラ

イ

ヒ

署
よ

り

指
示

が

あ
る

こ

と
に

な
つ

た
の
･
で

あ

る
｡

･

.

㌣
製
造

加
エ

も

原
則
と
し
て

抑
へ

ら

れ
､

･
衣
料
品
ラ

イ

ヒ

書

評
可
の

↑
に

､

切
要

写
る

も
の

に

限

豊
そ

れ

が

認
め

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

但
し

､

豊
第
四

境
に

さ
る

絶
封
的

自
由
品
は

全

く
自
由
で

曽
ソ

､

條
件
附
自
由
品
は
ラ

イ

ヒ

署
よ

カ

反
封
の

指
示

年
無
き

限

り

自

由
で

あ

る
｡

フ
ェ

ル

ト

は

室
内
靴

･

ガ
マ

シ
一

∵
■
婦
人

帽
･

線
無
帽

･

敷
革

･

耳

袋
･

制
服
装
備

筆
に

用
ふ

る

限

皇
目

由
品
と
さ

れ

た
｡



l
り
J

如

上

鯨

嘗
m

配
給
経
済
構
成
よ

早
成
る

所
謂
隷
像
段

階
は

､

妄
二

九

年
八

月

二

十

与
日

以

秀
約
二

箇

璧
干

の

闇
つ

づ

い

た
｡

其
の

間
､

封
奴

婆
撃
の

完
機
動
哉
は

敢

行
さ

れ
､

之
に

應
廃
す
ペ

き

内
外
諸
般
忙

わ

た
る

諸
政

策
は

､

強
引
且
つ

巧

緻
､

琴
刀

且
つ

精
妙
に

遽
行

さ

れ
て

行
つ

た
｡

夫
の

劃

斯
的
に

し
て

且
づ

創
造
的
な
る

衣
料
綜
合
切

符
制
度
も

､

同
時
に

､

最
後
の

瞥

入

準
備
完

成
を

急
ぎ
つ

つ

あ
つ

た

の

だ
｡

人
或
ひ

は

此
の

二

箇
月

牛
の

過

渡
的
期
間
の

長
き

を

指
摘
す

る

か

も
知
れ

な
い

が
､

そ
の

礪
邁

愚
系

知
識
の

粋
を

生

か

L

た

る
､

そ
の

踪
合
統
制
方
港
の

最

帝
水

準
を

探
れ

る
､

そ

の

席
妙
巧

緻
な

る
､

斯
か

る

制
度
導
入
に

要
し

た

る

準
備
期
間
の

寧
ろ

短

き

を

稀
へ

､

そ
の

寧
ろ

疾

風
電
撃
的

な

る

導
入
に

敬
意
を

表

す
ペ

き
で

は

あ

る

ま
い

か
｡

ま

た

或
は

購
買
券
制
度
の

困
難
性
と

偶
然
性
と

を

指
摘
す

る

凋
も
あ
る

か

も
知
れ

な
い

が
､

そ

れ

も

数
箇
月
.
の

こ

と
で

あ

れ
ぼ

､

寛
恕
の

飴
地

は

あ

る
｡

重
た

或
は

費
止

今
の

導
入
を

新
聞
的
に

見
て

､

多
少
の

批
評
を

韓
む

向
も

挙
る

か

も
知
れ

な
い

が
､

小
葉
販
膏
部
門
の

其
の

除
外
制
を

見
れ
ぼ

､

十

分
理

解
の

飴
地

は

あ

る

筈
で

あ

る
｡

か

く
て

､

い

よ
い

よ

所

謂
本
段

階
に

入
少

､

完
三

九

年
十

盲
十

四

日

附
濁
逸
囲

民
生

括
必

菅
m

臨
時
確
保
令
廃
止

令
(

く

萱
草

声

音
的

昌
-

･

A

已
F
①

b

ロ
n
g

告
弓

宕
…
告
呂
粥

2
･

ノ

占
ユ

賢
君
き

警
}

宣
告
=

旨
g

告
‥
①

訂
-

-

等
i

ぅ

ど
i

g

宗

野
争
弓
訂

告
払

み

空
l

千

首
口

許
芹

且
に

よ

タ
臨

時
確
保
令
は

廃
止
さ

れ
､

之
に

代

書
､

同

日

附
業
産

孟
必

需
品
消

費
規

革
命

(

言
〇
】

･

ぎ
羞
二

ぎ

已
①

計

富
さ

慧

菩
n

芝
守

-

各

瑠
i

鼻
①

等
喜

-

昌
羞

n

旦
(

藍
枇
)

誉
新

思
潮
定
公
布
さ

れ

た
の

で

あ

る
｡

又

之
に

開
聯
し

､

繊
維
品
購
買
券
制
細
則
を

規
定
せ

る

猫
遊
園

民
生

岳
必

菅
m

臨
時
確

腐
食

第

甲
五

施
行
令

､

乃
至

生
産

者
･

供

給
者
に

購
買
券

引
換
の

版
費
を

命
じ

た

る

要
購
買
券

裁

管
罰
渡
令

､

も
同

時
に

廃
止

さ

れ
､

之
に

代

せ
し

､

同
日

附
撒

管
m

消

費
規
正

触

燭
逸

衣

料
綜
合

切

符

樹
導
入

事
情
覚
書
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一

3 2

一

橋

論

叢

第
九

巻

第
大

坂

令
(

ぜ
･

｡
-

･

号

貞

署
号

音
す

呂
Q

F

慧
g

告
n
g

誉

嘗
n

賢
岳

毒
昌

∴
｡
}

ニ
ケ

誉
1

邑
①

ニ
彗
)

(

伽

藍
伽

:
実
学

･ .

血

ウ

ぎ
帖

哲

召
冒

-

P

ぎ
歪

-

き
空

こ

冨
)

な
る

新
令
が

制
定
公
布
さ

れ

た
の

で

あ
る

｡

臨
時

確
保
令
に

代
り
て

業
産
生

括
必

需
品
消
費

規
正

令
が

ま

た

枠
組
添
令
で

あ

り
､

臨
掛

確
保
令
弟
四

･

五

施
行
令
に

代
り
て

織

響
謁
費
執
正

令
が

壇

た

新
絨

管
朋

切

符
制
細
則

を
規

定
す

る

も
の

で

挙
る

こ

と

は
､

賢
明
な

る

護
者
諸

卿
の

既
に

想

像
せ

ら
る

る

と
こ

∴

ろ
の

如

く
で

あ

る
｡

即
ち

､

業
産
生

括
必

需
品
消
費
規
正

令
に

於
い

て

は
､

一

定
生

活
必

需
品
を

､

消
費
者
に

射
し

､

或
る

制
限

量
に

於
い

て

の

み
､

乃
至

竺
定
條
件

､

殊
に

購
買
樺
の

澄

明
に

於
い

て

の

み
､

供
給
す
べ

き

の

原

則
が

確
定
さ

れ
､

真
の

購
買
樟
の

澄
明
佗

就
き
て

は
､

(

1
)

規
則
的

需
要
(

長
音
賢

者
-

･

宣
邑
)

に

封
す

る

購
入

切

符
(

野
呂

管
-

丘
､

(

2
)

特
別

寓
要

(

b

害
n

告

昌
･

夢
-

邑
)

に

封

す

る

購
買
券
(

日

昌
慧

臣
①
i

n
)

､

の

二

方
迭
が

原
則
的
に

漁
見
さ

れ
て

居
る

の

で

あ
る

｡

倫
ほ

後
者
購
買
券
の

下

付
は

特
別
需
要
の

専
賀

に

基

く
申

請
に

封
し
て

の

み

行
濾

れ
､

前

者
と

並

び
､

又

は

前
者
に

代
り
て

使
用
が

認
め

ら

れ
る

の

で

あ
る

｡

但
し

､

本
命
は

飽
く
皇

で

枠
組
港
令
で

あ

り
､

一

般
的

基

準
原
則
を

定
む
る

の

み

で

あ

る
■｡

乃
ち

､

之
に

封
し

個
別
的

な

る

絨

響
謁
費
規
正

細
目

を

規
定
す

る

も

の

と

し
て

､

織

管
謁
費
規
正

令
が

更
に

導
入
さ

れ

た

る

所
以
で

あ

る
｡

斯
-の

織

響
謁
費
規
正

令
こ

そ
､

礪
逸

衣
料
綜
合
切
符
制
を

導

入
す

る

も
の

で

あ

斗

私
は

該

射
の

内
容
を

次
項
以

下
に

於
い

て

詮
述
す
る

漁
定
で

あ
る

｡

た
だ

戯
ト

､

そ
れ

に

入
る

に

尭
立
ち

､

是
非
共
故

に
一

言
し

直
き

度
き

は
1

消

費
者
購
買
権
を

讃
す
る

も
の

と

し
て

の
1

購
買
券
と

購
､

入

切

符
と
の

直
別
で

あ

る
｡

我

が

国

に

於
い

て

は
､

礪
逸

繊
維
経
済

統
制

豊
芸
に

方
り

稽
も

す

れ

ぼ
､

購

買
券
(

出

悪

感
｡

F
①
i

n
)

な

る

も
の

ト
､

所
謂
衣
料

堺
符
(

誓
i

旨
･

村

室

長
な

る

も
の

と

を
混

同

す

る

向
も
あ
る

様
で

あ

る

が

(

紙

鮎
掴
脈

耶

㌔
柵
紺

陀
紺
給
謂
㍍

岩
場

終
結
紬
椚

紬
如

巧
㌫
袈
嗣

韻
㌍
訟
如

詰
駕

)

､

如

上
の

解
詮
に

よ

り
､

項
の

厳
に

直
別
さ

る

ペ

き

は

了

得
さ

れ

ね

ぼ

な

ら

な
い

｡

【

■
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▲

■

今
敢
へ

て

之

毒
亨
る

な

れ

ぼ
､

購

募
の

方

遠
別

要
塞
足

す
る

も
の

で

雷
､

窟
の

方
は

規
則
的

要
塞
足

す

る

も
の

で

雪
の

で

雪
｡

更
に

之

姦
備

窟
及
び

本

音
の

零
に

於
い

三

三
ば

､

護
岸
は

特
別

委
主
義
の

時
代
で

雷
､

従
つ

て

購
買

箭
の

時
代
で

溜
､

歪
階
は

規

則
的

要
義
の

時

代
で

雷
､

従
つ

て

窟
制
の

時
代
で

雪
の

で

雪
･ ｡

之

警
蛋

暮
蒜
て

も
､

該

賢
よ

阜
､

漁
備
段
階
に

於
い

て

は

碧
則

的

要
が

妄
抑
へ

ら

れ
て

し

ま
つ

た
｡

葉
小

冨
板

書
門
に

は

慧
令
が

除
外
さ

れ

苦
れ

共
､

海

誓
こ

に

購

差
豊
は

動
れ
･
ず

､

褒
そ
こ

で

も

規

則
的

要
は

抑
へ

ら

れ

雷
で

雪
常
勤

ち
､

た

窟
別

宴
の

み

姦
め

よ

う

と

す

る
｡

其
の

充
足
に

購
買

警
用
ひ

ト

め

る
｡

之
が

護
岸

の

行
き

方
で

雪
｡

警
に

本
′

窟
に

於
い

て

は
､

二

管
牛
に

わ

た
る

差

押
的

豊
姦
晶
き

､

宗
↑
の

規
則
的

歪
の

建

誓
企
求

し
､

〓

蒜
件
下

に

衣

料

の

規
則
的

要
を

嘗
よ

う

と

す

る
｡

其
の

充
足

芸
料
切

符
を

用
ひ

L

め

る
｡

之
が

本

旨
の

行
き

方
で

雪
｡

従
つ

て
､

猫
逸

費
･

漂
の

本

旨
に

入

豊
は

､

窟
制
が

本

警
な

少
､

購
買

蕎
は

嘗
璧
さ

る

べ

き
が

昔

警
の

で

雪
｡

葉
警

､

蓋
･

火

葺
不
時
の

羞
蒜
是
る

と

き
の

特
別
需
要
は

之

塞
足
せ

し

め

ね
ば

賢
な
い

｡

真
数

露
･

作
業
衣

･

男
子

用
夏
冬
外
套

･

要
用
冬
外

書
の

特

慧
易
符
制
よ

晶
外
す

る

与
れ

ぼ
､

之
等
に

封
す
る

特
別
需
要
の

あ

る

署
に

は
､

真
之

蓋
足
せ

L

め

ね
ぼ

雪
な
い

｡

乃
ち

､

遠
め
･
て

密
園
に

､

之

筆
の

例
外
的

特
別

雷
に

封
し
て

の

み

行
は

普
の

が

本

窟
に

於
け
る

購
買
券
で

雪
｡

恩
窟
に

於
い

て

は
､

例
外
的

な

る

特
別

委
の

漂
間

警
さ

れ
､

本

警
さ

れ

た
｡

従
つ

て

其
の

賢
者
月

券
が

本

慣

を

成
し
て

居
た

｡

諾
共
本

荏
に

於
い

忘
､

絨

贋
の

規
則
的

芸
が

再

び

地

位

真
へ

ら

れ
､

従
つ

て

其
の

賢
の

衣
料

窟
が

本
題
と

彗
た

の

で

雪
｡

例
外
的

誉
特
別
雫

蒜
係
の

購

募
は

､

共
の

本
然
の

姿
に

遣
わ

､

例
外
的
地

位
に

復
つ

た
の

で

あ

る
｡

.

偽

違
い

で

蒙
ら

附
記

し
て

置
く
が

､

前
記

購

墓
品
中
の

外
套
の

場
合
に

は
､

其
の

警
乗
の

下

付
申

請

義
務
の

雪
盲
し

品

･

由 っ

J

満

逸

衣

料
溶
合

切

符

働
導
入

事
情
鼻
音
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一

橋

論

叢

第
九

巻

第
六

鏡

の

礎
示

を
以
て

し

な
け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

.
時
忙

よ

阜
は

､

. ･
引
換
■へ

忙

之

姦
供
し
て

し
車

在
な

く
て

は

な
ら

な
い

｡

尤
､

も
､

血
の

場
合

･

叫

と
て

も
､

子

供
の

澤
山
な

る

家
庭
に

て

は

弟
妹
の

薦
め

乏
を

保
持
す

る

こ

と

が

認
め

ら

れ

る
｡

如
上
の

事
情
の

下
に

､

濁
逸

衣
料
綜
合
切

符
制
は

こ

こ

に

導
入
さ

れ
､

礪
.

逸

繊
維
経
済
統

制
は
つ

ひ

に

其
の

所

謂
本
段
階
に

入
つ

た
の

で

あ
る

｡

･

然
ら
ば

斯
の

切

符
制
の

内
容
は

如
何

｡

ま
た

其
の

特
徴
は

如

何
｡

猫
逸
衣
料
綜
合
切

符
制
の

特
徴

望
呈
愛
で

も
な

く
そ
の

綜

合
切

符

制
な
る

瓢
に

存
す

る

の

で

あ

る

?
故

に

点
し

､

綜
合
切

符
制
の

理

論
拡

深
く
入
つ

て

行
く
追
想

無
い

が
､

必

尭
､

綜
合
切

符
制
は

各
人
の

消
費
を

尭
づ

綜
合
的
に

考
へ

る

の

で

あ

る
｡

斯
(
L
て

各
人
の

滑
費
を

綜
合
的
に

考
へ

た

る

と

こ

ろ
に

て
､

之
を

抑
へ

､

詞
は

ゆ

る

切

符
制
の

狙
ひ

所
､

公

平
･

均

等
な

る

配

給
の

保
澄
を

焉
ト

､

滑
費
の

規
正

を

鏡

制
L

教
育
す

る

の

で

あ

る
｡

而
か

も
其
の

綜
合
的

な

る

構
成
に

観
て

､

綜
合
部
首
量
の

枠
内
に

入

る

べ

き

各
個
物
資
に

就
き

､

其
の

比

重
を

定
め

共
の

代
替
性
を

認
め

､

之
を

欒
更
七

操
作
し

､

以
て

乏
忙

よ

句
て

ま

た

枠
内
に

入

り
葬
る

べ

き

各
個
物
資
を

も
抑
へ

る

の

で

あ

る
｡

他
方
各
滑
費
者
は

､

斯
の

綜
合

割
音
量
の

枠
内
に

於

い

て
､

各

個
物

資
に

就
き

､

其
の

比

重

乃
至

代
替

條
件
を

勘
案
し
っ

つ
､

自
己
に

最
切

要
な

る

も

の

よ

り
､

順
次

之
を

選
捧
し

受
給
す

る

の

で

あ

る
■｡

其
の

綜
合

封

皇
居
各
人
に

封
し
て

甲
よ

り

公
平

･

均

等
で

あ
る

の

で

あ
る

が
､

■

其
の

選
ぼ

れ

る

内
容
は

､

各
人
各
様
で

あ

り
､

而
か

も
各
人
は

自
己
の

責
任
と

創
意
と

に

於
い

て

選
び

た

る

内
容
に

つ

き
､

そ

れ

ぞ
れ

自
己

需
要
の

最
大
満
足
を

信
ず
べ

き

で

あ

る
｡

以

下
､

尭
づ

之
等
綜
合
切

符
制
を

構
成
す

訂

各
要
素
に

つ

き
､

第
一

次

礪
逸
衣
料
綜
合
切

符
制
に

現
は

れ
た

る

事

軍
を

拾
つ

七

見
る

こ

と

と

し

よ
右
ノ

‥｡

.



一

h

U

n

O

第
一

次
猫
逸

衣
料
蘇
合
切

符
制
に

於
い

て

は
､

各
消
費
者
の

衣
料

消
費
の

綜
合
量
を

､

一

九
二

元
年
十

二

月
よ

り

四

〇

年
十

月
迄
で

の

一

箇
年
間

､

(

A
)

男
子
(

岩
出

冒
且

､

(

向

こ

嫁
入
(

字
書

且
､

(

0
)

･

清
三

歳
に

達
せ

る

も
の

よ

り

満
十

四

歳
迄
で

の

男
兄
(

内
ロ
p

訂
ロ
)

､

(

D
)

同
女
兄
(

岩

賢
｡

F
①

ロ

Y

に

於
い

て

各

岩
○

鮎
､

(

E
)

二

歳

二
二

義
の

幼
兄
(

内

監
①

ユ

･
に

於
い

て

七

〇
鮎
と

抑
へ

た
｡

清
一

歳
未

満
の

風
見
(

警
的

-

i

n

邑
ぼ

自
由

曾
日

夏
-

･

①

エ

に

購
買
が

認
め

ら

れ

た
｡

径
つ

.
て

乳
兄
の

場
合
は

､

衣
料
切

符
を

持
参
す
る

代

り
に

母

親
は

出

産
澄
明
書
(

雷
管
旨
琶
F

乱
ロ
)

を

持
参
せ

ね

ぼ

な

ら

な
か

つ

た
｡

但
し

､

乳
兄
用
に

就
い

て

も
､

共
の

後

間
も
無
く

､

必

雫
蒜
保
の

趣
旨
よ

り

購
買
権
澄
明
制
が

布
か

れ
､

.
ラ

√
ヒ

衣
料
切
符
類
似
の

特
別

層
入
切
符

(

b
①

書
旨

･

①

冒
感
材

邑
①
)

が

挙

行
さ

れ

る

こ

と

に

な

り
､

妊
娠
乃

至
九
四
〇

年
二

月

言
H

現

在
十

箇
月

未
満
の

乳
兄
を

も
つ

母

親
に

之
が

交
付
さ

れ
る

こ

と
に

な
つ

た
｡

更
に

文

芸
○

年
春
に

は
､

計
の

A

乃
至

長
L
て

満
十

四

瞥
達
せ

る

も
の

よ

毀
満
十

六

歳
に

至

る

も
の

(

空
堅
守

=

ヰ
)

に

は
､

四

月

二
日

迄
で

の

申

請
に

よ

斗

十

月
末
日

迄
で

を

期
限

と

L
て

､

別
に

六

〇
鮎
の

追
加
衣
料
切

符
(

N

蔓
r

昏
-

監
串
打

弓
訂

苧
J

乍

g
｡

邑
i

各

色
(

.

転
朗

琵
が
ほ

認
諾
硝

写
が

交
付
さ

れ

る

こ

と
に

な
つ

た
｡

帆
の

中
に

嘩
ま

た
､

復

讐
ノ

る

如

晶
限

小

国
符
が

､

靴
下

の

分
二

枚
､

縫
糸
の

分
二

枚
､

と

挿
加
へ

ら

れ
て

居
た

｡

輿
へ

ら

れ
る

蘇
合
鮎
〓

0
0

鮎
乃
至
七

〇
鮎
が

､

但
し

､

嘗
初
よ

カ
全
部
輿
へ

ら

れ
る

と
い

ふ

の

で

は

な
い

｡

例
へ

ぼ

之

そ
A

に

就
い

て

見
る

虹
､

三

九
年
十

有

言
よ

皇
弓
鮎

､

四

〇
年
二

月
+

日

よ
.

ヱ
○
鮎

､

四

月
･

六

月
･

九
月

各

盲
よ

り

各
二

〇

鮎
宛
と

､

更
に

其
の

中
で

其
の

費
数
斯
が

細
別
さ

れ
て

居
る

の

せ

あ

る
｡

但
し

､

例
へ

.
ぼ
A

の

洋
服
の

如
く

一

着
六

〇

鮎
も
す
る

も
の

の

購
入
の

場

合
に

は
､

此
の

轟
効
期
た

不
拘

､

鮎

敦
の

取

越
し
(

ぎ

督
h
h

)

と
い

ふ
こ

と
が

認
め

ら
れ

る

の

で

あ
る

｡

(

鳩
噸
肘

掛
的
帥

鵠
帖
囁
)

此

の

取

越

し
の

範
囲
は

､

A

六

〇

鮮
､

丑

五

〇

琴
O

q

四

〇

鮎
､

聖

6
鮎
と

㌻

れ
､

そ

れ

ぞ

れ
鮎
教
小
切

符
集
成
面
の

下

部
分
が

そ

れ

だ

け
､

叫

鶴
亀

衣

料
綜
合

切

符
樹
導

入

事
情
畳
暮



｢

. 一

橋

論

叢

第
九

巻

番
犬

沸

が

横
に

太
い

鮎
線
で

直

劃
さ

れ
て

居
る

の

で

あ

る
｡

､

鮨
数
細
別
の

こ

と

は

皇

た

枠
内
の

或
る

個
別
物

資
に

つ

い

て
■
も

試
み

ら

れ
で

居
る

｡

例
へ

ぼ

靴
下
の

如
き

も
の

に

つ

い

て
.
は

､

.
A

の
･
靴

下

竺
足

と
限

り
､

(

謂
鮒

警
其
の

蟄
教

習
盲
宛

､

三

九
年
十

盲
､

四

〇

年
二

月
･

六

月
の

各

盲
よ

㌢
し

た
の

で

雪
｡

吾

た
丑

の

場
合
は

四
足

と
限

り
､

其
.

の

費
数
朝

里
足

宛
､

十

盲
二
月

二
二

月
･

九
月

各

∵

日
よ

り
と

し

た

の

で

あ

る
･｡

斯
か

る

手

段

が
､

.
供
給
力
へ

の
.
適
應

､

配

給
者
の

経
営
活
動
の

平
均

化
等
の

た

め
､

探
ら

乱

る

に

至
り

た

る

こ

と

盟
日

か

る

る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

.

兎
も
あ

れ
､

其
の

綜
合
滑
費
量
を

鮎
数
(

吋

告
g

毒
オ

)

を

以
て

抑
へ

る

こ

と

に

於
い

て
､

斯
の

制
度
は

明
ち

か

に

鮎
数
綜
合
切

符
制
で

あ

る

の

で

あ
る

｡

而
か

も
､

其
の

新
教
が

主
と

t
て

､

該
衣
料
品
に

要
せ

ら

れ

た

る

械
推
量
目
(

雪
乱

臣
彗
¢

ロ
粥

昌

声
音
｡

邑
｡

穿
｡
)

に

よ
つ

て

盛
ら

れ

た

る

こ

と

が
､

説
か

れ
て

居
る

の

を

観
れ

ぼ
､

之
は

所
謂
数
量
綜
合
切

符
制

(

鮎

駄
酌
雛

韻
詔
魯

)

の

静

噂
に

入

る

の

で
･

あ

る
｡

但
し

､

主
と

し
て

繊
維
量
目

に

よ

る

と
は

青
ふ

け

れ

共
､

払
の

鮎
数
に

盛
ら

れ
た

る

と

こ

ろ
は

裁
く
単
純
な

る

も
の

で

は

な
い

｡

一

国
の

物
動
計
量

､

乃
至

は

生

産
横
充
政

策
･

産
業
再
編
成
政

策
､

社
食
政

策
乃
至

は

所

謂
厚

生

政

策
等

､

凡
そ

あ

ら

ゆ

る

も
の

が

此
の

中
に

盛
ら

れ
て

居
る

筈
で

あ
る

｡

今
こ
′

こ

に

去
C

D

E

に

分
ち

､

枠
内
の

各
物
資
金

般
に

わ

た

り
､

そ

れ

に

盛
ら

れ

た

る

部
数
を

見
､

そ

の

中
に

之
等
要
素
の

盛
ら

れ

た
る

を

見
る

こ

と
は

省
略
す

る

が
､

只
ガ
二

二

の

例
を

拾
つ

て

見
た

だ

け
で

も
､

短

靴
下

に

於
い

て

は

A

五

鮎
､

B

四

鮎
､

C

D

三

鮎
､

E
+

鮎
､

手
袋
に

於
い

て

は
A

七

鮎
､

丑

O

D

五

鮎
､

聖
一

鮎
と

､

そ

れ

ぞ

れ

そ
こ

に

相
異
が

輿
へ

ら
れ

て

居
る

の

で

あ

る
｡

勿
論
之

等
の

相

異
の

中
忙

は
､

蔵
推
量
目

も
考
慮
さ

れ
て

居
る

｡

而
か

も
只
だ

考
慮
さ

れ

た
る

･

も

の

が
■･
そ

れ
だ

け
で

な
い

こ

と

は

理

解
し
て
■
置
か

ね

ぼ

な

ら

な
い

｡

蘇
合
切

符

側
に

食
い

て

は
､

寄
合
潮
音
量
の

枠
内
に

溌
い

て

は
､

冬
物
賓
の

選
凝

を
増
由
な

ら
■
L

む

る

を

原
則
と

す

る

け

れ

共
､

特
定

( カ6



の

物

資
打

つ

い

て

は
､

其
の

供

給
力
へ

わ

邁
應
等
考
慮
の

上
､

之
に

或
る

制
限

を

試
み

る

の

で

あ

る
｡

例
.へ

ぼ
､

靴
下
の

加
計

に

つ

い

て

は
､

前
述
の

如

く
､

其
の

購
入

量
を

一

應
､

A

三

足
､

丑

四

足

と

限

定
す

る

の

で

あ

る
｡

そ

L
て

､

特
に

必

要
と

す

る

向
に

は

∵
鮎
数
倍

加
(

艶
譜
㌫
嶋

譜
臥

譜
針

琵
新
報
那

詣
で
)

の

條
件
下
に

､

宝
典
に

更
に

二

足

宛
■の

追
加
を

許
す

等
値

る
｡

費
数
新
制

野
は

此

の

追
加
分
に

つ

き
て

も
行
ひ

､

A

に

於
い

て

は
二

足

宛
､

三

九

年
十

一

月
､

四

〇

年
五

月

各
一

日

は

り

と

L
､

B

に

於
■い
て

は
一

足

宛
-

十

二
月
･

∵
月

各
一

日

よ

り

と

し
て

居
る

の

で
､

あ

る
｡

侍
､

之
等
靴
下
の

購
買
に

つ

い

て

は
､

其
の

購
買
数
を

明

ら

か

な

ら

し

め

る

薦
め

､

所
要
鮎
数
(

空
こ

邑
｡

)

に

併
せ

て
､

靴
下

用
制
限

小
切

符
(

F

蔓
≡

㌢
諾
白

野
呂

篭
訂
G

F
ロ

喜

賢

警
古
口

色
¢
い

出

語

義
告
ぎ
F

邑
エ

を

差

出

す
べ

き
こ

と

を

定
め
て

居
る

｡

此
■
の

制
限

小
切

符
は

衣
料
切

符
の

左
方
下
に

､

例
へ

ぼ

A

の

場
合
に

は
a

･

b
･

¢

･

d

･

e

と

L
て

五

枚
附
け
て

あ
る

｡

此

の

中
の

d

･

e

に

は

鮎
数
倍
加
を

示

す

薦
め
に

時
に

太

線
で

粋
が

L
て

あ
る

｡

綜
合
切

符
制
の

面

よ

り
す

る

解
説
は

決
し
て

右
に

て

塞
き

る

滝
の

で

は

な
い

が
､

紙
面
の

都
合
も
あ

り
､

以

下

私
は

進
ん

で
､

ラ

イ

ヒ

衣
料
切

符
(

哲
i

各

邑
藍
2

･

打

竿
雷
)

の

形

式
･

取

扱
ひ

等
に

入
つ

て

行
く
こ

と

と
す

る
｡

.

⊥
フ

ィ

七

衣
料
切
符
は

取

扱
上

の

便
の

た

め
､

A

黄
色

､

力

橙
色

｢

C

緑
色

､

n

豊
円

色
､

町

ぼ

ら

色
､

と

色
別
さ

れ
て

居
る

｡

小
切

符

(

き
首
邑
票
)

は

各
一

鮎

宛
と
き

れ
､

A

で

言
へ

ぼ

之
が

吉

葉
あ

.

り
､

之
が

一

枚
の

切

符
把

集
成
さ

れ
て

居
る

の

で

あ

る
｡

番
数
期
日

は

各
菓
に

記

載
さ

れ
て

居
る

｡

取

越
分
の

贋
界
鮎
線
が

横
に

入
つ
･
て

居
る

こ

と
､

靴
下

用
制
限

小
切

符
が

五

枚
左

方
下

に

あ

る

こ

と

は

前

一

並
の

通
り
で

あ

る
｡

集

成
切

符
面

上

に

は

侍
ほ

此
の

外
忙

薙
席
数
字
の

制
限

小
軌

符
が

収

め

ら

れ
て

居
る

｡

左

方
に

下

よ

り

昇
つ

て

縦
に
T

I

ま

り
Ⅸ

愛
で

､

正

よ

り

右
に

曲
つ

て

左
方
上

を

横
に

甲
空

で

あ

る
｡

此
の

中
Ⅰ

よ

り
正

ま

で

は

其
の

都
度
措
示
さ

れ
る

物
資
の

購
入

用

7

訂

で

あ

ゃ
､

Ⅹ

よ

り
凋

ま

で

は

修
繕
用

と

L
て

の

各
二

十

五

糎
迄
で

の

布

地

購
入

用
で

あ

る
｡

前
者
の

例
を

一

つ

奉
げ

れ

ぼ
､

Ⅴ

の

も
の

は

由

輌
逸
衣

料
辞
合
切

幹

部
導
入

串
倍
筆
書



｢
‾

一

橋

静
､
叢

第
九

巻

多
大

幼

.

粥

其
■
の

後
綾
瀬
購
入

用
の

制
限

小
敵

符

(

官
岩
内

監

査
ぎ
)

に

指
示

さ

れ

た
｡

そ

し
て

一

葉
に

つ
■

考
金

額
二

十

片
だ

け

購
入

す

る

こ

と

が

出

奔
､

十
r

月

十
五

日

以

降

苧
･

D

切

符
よ

れ
の

そ
の

切

取

り
に

て
､

同
二

十

九
日

以

降
A

･

■
C

切

符
-

よ

り
の

切

取

㌢

に

て

十

二

月

十

四

日

以

降
屈

切

符
よ

り
の

切

取

り
忙

て
､

之
を

購
入
す

る

こ

と
が

認
め

ら

れ

た
｡

之
等
の

専
賛
は

ま

た

前
段
襲

教
期
解
説
の

補

完
と

も

な

る

筈
で

あ

る
｡

伺
､

切

符
面
に

は

各
個
物

資
の

鮎
数

､

切

符
使

用

茸
例
等
が

印
刷
し
て

あ

る
｡

衣
料
切

符
の

取

扱
事

績
と

L

て

巧

消

費
者
は

尭
づ

具
の

自
由
な
.

る

小
豆
商
の

選
捧
が

認
め

ら

れ

る
｡

衣
料
品
の

買

響
m

的

性
格
が

認

め

ら

れ

た

る

が

薦
め
で

あ
る

｡

購
入

に

方
り
て

は
､

滑
費
者
は

所
要
鮎
数
だ

け
の

切

符
の

切

取

り

を
､

.
小
責
商
を

し
て

薦
む

し

め

な

く
て

は

な

ら

な
い

｡

滑
費
者
白
身
に

よ

る

改
め
の

切

取

り
は

無

裁
と

な
る

｡

小
責
商
坂

受
入

小
切

符
に

ウ

き
､

毎
日

A

お

U

D

E

各
色
別
に

徳

一

鮎
敦
を

計

算
し

､

之
を

記

録
表
(

巳
賢
ゐ

)

に

記

帳
し

な

け

れ

ぼ

な

ら
ぬ

｡

ま

た

無
効
化
せ

る

受
入

小
切

符
自
壊
は

之
を

毒
紙
上
に

垂
理
L

､

椚
入

準

備
を

L

な

け

れ

ぼ

な

ら

ぬ
｡

但
し

､

此
の

彼
の

方
の

整
理

は

甚
だ

し

ぐ
努
力

･

■
茎
紙

∴
櫛
の

不
経
済
を

舜
す

の

で
､

箕
際
上
の

町

題
と

L
て

は

大

欒
で

あ

る
｡

よ

つ

て

其
の

後
､

之
を

其
秒

億
封
筒
に

入

れ
､

之
に

枚
数
及
び

計
算
に

昔
れ

る

責
任
使

凧

人
の

氏

名
を

記

載

せ

し

め

る

様
な

方

港
が

提
議
さ

れ

る

こ

と

に

な
つ

た
｡

枚

数
の

検
査

は

茎
紙
法
と

異
り

困

難
で

あ

る

が
､

抜
取

検
査

を

以
て

之
を

抑
へ

よ

ぅ

と
い

ふ

の

で

あ

る
｡

小
章
商
は

之
を

鮎
数
清
算
所

(

空
音
言
3

･

含
F
ロ

百
態
蒜

蔓
亡

)

た

持
参
し

､

鮎
教
勘
定
口

座
(

冒
已
ハ

詩
○

喜
)

の

設
定
記

入

を

乞
ふ

｡

賛
際
の

仕
入
に

方
り
て

は
､

鮎

数
清
算
所
の

確
認
せ

る

鮎
数
小
切

手

(

空
卜

夏
さ
霊
灯
)

を

振
出

し

上

級
供

給
者
に

致
す

｡

衣
料
品
ラ

イ

ぺ

署
は
+

九

四
〇

年
二

月
十
五

日

を

期
し

､

斯
う

L

た

手

練
.

の

賛
行
を

命
じ

た
の

で

軋
つ

た
｡

但
L

､

箕

際
的
に

は
､

清
算
所
の

開
設
準
備
の

都
合
上

､

二

月

二

十

九
日

迄
で

は
､

其
の

事

績
き

を

省
略
し

､

二

万
十

五

日

迄
で

に

確
認

鮎
数
小
切

手

を

迭
付
す

べ

き

約
定
を

為
す

計

以
て

､

之
に

代
ら

L

め

た
の

で

あ
つ

た
J

債
ま

た
､

三

九
年
中
の

雪
上

高
一

寧
フ

ィ

ヒ

ス

マ

ル

ク

以

下
の

店
に

つ

き

6 0 S

】

∵
■

ノ

､
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て

は
､

右
の

事

績
は

省
略
さ

れ
､

清
算
所
に

口

座

を

設
く
る

の

必

要
は

無
く

､

鮎
数
を

関
係
経

済
官

廉
に

持
参
し

､

直

接
に

小

額
鮎
教
小

切

手

(

声

支

邑
写

蔓
琶
F

㌢
打
)

の

交
付
を

得
れ

ぼ

よ

い

こ

と
に

な
つ

て

居
る

｡

-
細
別

鮎
帽

室
謂

責
)

其
の

他
､

第

∵
次

礪
逸

衣
料
綜
合
切
符
制
の

貿
際
を

紹
介
せ

ん

と

す

れ

ぼ
､

そ

の

導
入

後
わ

づ

か

敦
箇
月

間
の

事
情
を

叙
す

る

の

み

に

て

も

更
に

数
十

枚
を

要
す

る

こ

と

と

な

る
｡

而
か

も

私
に

輿
へ

ら

れ

た
る

隷
定
舵
数
は

既
に

超
過
し

て

居
る

の

で

あ

る
｡

私
は

四

〇

年
四

月
二

十
六

■
月

附
衣
料

草
フ

ィ

ヒ

署
布

告

第
七

親
に

撲
り

､

左
に

昔
時
の

切

符
制
除
外

品
目

若
干

を

紹
介
L

､

之
に

て
一

應
私
の

叙
述
に

終

止

符
を

打
つ

こ

と
と

す
る

｡

.

絹
物

･

編
物

､

レ

ー

て
ッ

ル
､

ク

レ

ッ

プ

ヂ
ョ

ー

ゼ
ッ

ト
､

ク

レ

ブ

プ

モ

ス

ワ

ン

､

ベ

ロ

■
ァ

シ

ホ

.
ン

､

夜
合
服

島
外
委
等
の

最
高

流
行

盈
聖
断
け

プ
燕

蜃
服

･

フ

ロ

ッ

ク
･

ク

㌻
-

ド
(

相
郎

禁
断

ギ

男
子

室

内
略
服

､

海
水

衣
､

右
綿
衣

義
経

祭
手

術
衣
等

の

特
殊
作
業
衣

､

自
及
黒
の

ネ
ク

タ

イ
･

二

季
ネ

ク

タ

イ
･

蝶
形

ネ

ク

タ

イ
､

た

は

ト

布
､

帽

子

類
､

バ

ン

ド
･

.

ズ

ボ

ン

吊
り

･

靴
下

止

め
･

袖
止

め
･

ガ

マ

㌧
ユ

･

耳

袋
･

膝

慧
･

軒

歪
め

主
袋

琴
雛

撃
､

ス

リ
ク

パ

･

代
用

靴
底

､

レ

ー

ス

等
の

装
身
具

､

脱

臥

綿
･

梯
帯

･

妊
娠
胸
骨
て

､

傘

琴

手
工

製
品
の

或
る

物
､

打
紐

･

虞
田

紐
･

組
紐
等

､

敷
物

･

家
具
用
晶

､

制
服
附
廃
品

､

国

旗
､

製

本
用
材
料

､

玩

具
類

､

寺

院
用
品

､

劫
誹
温
め

等
々

｡

礪
逸

衣
料

綜
合
切

符
制
は

其
の

導
入

以

秀
､

今
日
･
に

至
る

迄
で

に

既
に

数

回
に

わ

た

る

欒
革
を

経

験
し
て

居
る

｡

(

宗
鮎
脚
甥

綱

諾
幣
祁

′
牌
肝
心

-

)

け

れ

共
､

本
稿
の

目

的
は

固

よ

り

其
の

す
べ

て

に

わ

た

る

紹
介
を

毒
さ

ん

と

す
る

に

季
つ

た

の

で

は

な
い

｡

本
稿
の

目
的

は
､

既

に

療
題
に

う

た
ひ

た

る

如

ぐ
､

其
の

導
入

常
時
の

事
情
々

輿
へ

ら

れ
た

る

紙
数
の

中
に

､

出

奔
る

だ

け

明

ら

か

に

す

る

に
㌧

･
三
た
の

で

あ

る
｡

(

二

六

〇
二

･

四

二
一

五

構
)

渦

逸

衣

料
繚
合

切

符
倒
導
入

事
情
畳
香
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